
物件調書 

№ 物件２－４ 

【土 地】 

所 在 地 地 番 
⑴ 世知原町矢櫃２３８番１ 

⑵ 世知原町矢櫃２４７番３ 

面  積 登記情報 
⑴ 2971.88㎡ 

実 測 
⑴ 2971.88㎡ 

⑵ 71.79㎡ ⑵ 71.79㎡ 

地  目 登記情報 
⑴ 宅 地 

現 況 
⑴ 宅 地 

⑵ 宅 地 ⑵ 宅 地 

国土調査の 

有 無 
■ 有（⑴昭和52年11月25日、⑵昭和52年11月28日） □ 無 

【建 物】 

所  在 世知原町矢櫃２３８番地１、２４７番地３ 家屋番号 ２３８番１ 

床 面 積 登記情報 

603.00㎡ 

（附属建物） 

符号１   2.88㎡ 

符号２   3.19㎡ 

符号３   24.00㎡ 

符号４   4.91㎡ 

符号５   9.93㎡ 

附属建物延床面積合計 

      44.91㎡ 

実 測 

603.00㎡ 

（附属建物） 

符号１   2.88㎡ 

符号２   3.19㎡ 

符号３   24.00㎡ 

符号４   4.91㎡ 

符号５   9.93㎡ 

附属建物延床面積合計 

      44.91㎡ 

種  類 園  舎 構 造 
鉄筋コンクリート造亜鉛 

メッキ鋼板ぶき平家建 

法 令 等 

に 基 づ

く 制 限 

区 域 区 分 都市計画区域外 

用 途 地 域 － 

建 ぺ い 率 ― ％ 容 積 率 ― ％ 

防火地域等 － 

そ の 他 
用途・規模等により制限がかかる可能性がありますので具

体的な計画をもって個別協議をお願いします。 

道路等の 

状  況 

南西側が幅員約１１ｍの「市道世知原中央線」に接道 

南東側が幅員約４ｍの「公衆用道路（所有者：佐世保市）」に接道 

北東側が幅員約６ｍの「市道かじか住宅線」に接道 

北側が幅員約１～１．５ｍの「市道桜町幹線」に接道 

 

供 給 処 理 

施設等の引き

込みの可否 

電   気 ■ 可      □ 不可 九州電力 

上 水 道 

■ 可      □ 不可 

○南東側から給水管「Φ２５ｍ

ｍ」が布設。 

 ※水道メーター：「 無 」 

佐世保市水道局 

北部営業所 



 ※水道給水配管図：「 有 」 

 

下 水 道 □ 可      ■ 不可  

都 市 ガ ス □ 可      ■ 不可  

※引込費用に係る負担金は買受者の負担となります。 

交通機関 西肥自動車 「大正町バス停」より徒歩約４分 

公共施設 

市 役 所 佐世保市役所 世知原支所  

小 学 校 世知原小学校 

中 学 校 世知原中学校 

参考事項 

★上記内容については、物件調書作成時点（令和7年10月1日時点）に佐

世保市で確認したものです。買受後の土地建物利用においては、その

他の許可条件や建物の建築制限がある場合がありますので、詳細及び

建物建築の可否などについては事前に関係機関に入札に参加しようと

する者において確認してください。 

★内見を希望される場合は、令和7年11月19日（水）正午までに佐世保市

（窓口：資産経営課）にご連絡ください。ご連絡の後、内見日の日程

を調整いたします。 

 

【売却条件】 

① 地域産業及びコミュニティ活動の推進に寄与することが期待でき

る事業を実施してください。 

② 公害（騒音、悪臭等）の発生や景観を阻害することがないように

してください。 

③ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風

俗営業及び性風俗関連特殊営業並びにこれらに類する事業の用に供

してはいけません。 

④ 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団

の事務所の用に供してはいけません。 

⑤ 所有権移転の日から10年間は、売買、贈与、交換、出資等により

園舎等の所有権を第三者に移転してはいけません。 

⑥ これらの条件に違反が生じた場合は、その契約を解除するととも

に、物件を原状に回復して佐世保市に返還することとなります。 

 

★土地・建物の引渡しは現状有姿で行います。 

★当該物件に係る立木の伐採、雑草・切株の除去、フェンス・囲障・擁

壁・井戸等、地上・地下・空中工作物の補修・撤去などの費用負担及

び調整は佐世保市では行いませんので買受者の対応となります。 

★買受者において水道給水管の布設及び水道メーター設置等の対応が必

要となりますので、事前に佐世保市水道局北部管理事務所に確認及び

ご承知の上、入札にご参加ください。 

★単独浄化槽が残置しています。平成２９年３月以降使用していないた

め動作の可否が不明であり、そのまま使用することはできません。 

新たに合併浄化槽が必要となる場合は、撤去費及び設置費は買受者の

費用負担の上、ご対応していただく必要があります。 

★電気設備、上水道設備、ＬＰガス設備、衛生設備、排水設備（排水



管）、空調設備、屋内外に機械器具（ボイラーや灯油タンク等）、調

理機器、電気設備（照明機器やエアコン設備等）が残置しています。

平成２９年３月以降使用しておらず、その後も状況確認を行っていな

いため動作の可否は不明です。 

現状のままの売却となり佐世保市では解体撤去は行いません。 

 新たに設備等が必要となる場合は、撤去費及び設置費は買受者の費用

負担の上、ご対応していただく必要があります。 

★屋外に遊具等工作物が残置していますが、現状のまま売却となりま

す。佐世保市では解体撤去は行いません。買受け後、撤去が必要とな

った場合は、買受者の費用負担の上、ご対応していただく費用があり

ますので、ご承知の上、入札にご参加ください。 

★附属建物「符号１」、「符号２」については建物の傾きがありますが 

 佐世保市では改修や解体は行わず、現状での引き渡しとなりますの

で、ご承知の上、入札にご参加ください。 

★既存建築物のアスベスト（石綿）について、外壁や玄関ホール床、休

息室腰壁・床（畳）の塗材について含有検査を実施した結果、アスベ

ストの検出はありませんでした。 

なお、建物内部のアスベスト調査は実施しておらず、含有しているか

否かの調査、撤去に必要となる費用等については買受者の費用負担と

なるため、ご承知の上、入札にご参加ください。 

★建築物の建築にあたり、杭打ち等の措置が必要となる場合が想定され

ますが、地盤・地耐力が保証されているものではありませんのでご承

知の上、入札にご参加ください。 

なお、入札参加者の負担において当該調査を行うことはできますので 

その場合は、事前に佐世保市に申し出てください。 

★建物の図面は、平面図や立面図、等のＰＤＦデータをＤＶＤに複写し

たものを提供することは可能です。（一部欠損部分あり） 

なお、構造計算書はありません。 

★構造物について、宅地造成時の構造図面及び構造計算書、その他の図

面はなく、建築行為等にあたっては必要な手続きの申請先である各関

係機関に買受者において確認してください。 

★敷地内の南西側に、電柱（NTT）１本が設置されており、敷地内を電線

が横断している個所がありますが現状のままでの売却となります。 

また、移設等を希望される場合は買受者において対応していただく 

必要があり、佐世保市では対応いたしませんのでご承知の上入札に 

ご参加ください。 

★敷地が「土砂災害警戒区域」及び「土砂災害特別警戒区域」に指定さ 

れています。 

買受け後の土地利用や建物の増改築等の計画に支障が生じる場合があ

りますので、事前に買受者において関係機関に確認の上、入札にご参

加ください。 

★「景観法」、「佐世保市景観条例」  ※問合せ：まち整備課 

佐世保市景観計画区域内（沿道まちなみゾーン）に指定されていま

す。届出対象行為で一定規模を超える場合は、該当するゾーンの景観

形成基準がかかり、景観法及び景観条例に基づく届出及び事前協議の

手続きが必要です。 

★「屋外広告法」、「佐世保市屋外広告物条例」※問合せ：まち整備課 

屋外広告物許可地域内（第2種許可地域）に指定されています。 

野立て看板等の一般広告物、または、自己の店舗や事業所等の敷地内

に一定の表示面積を超える屋外広告物を掲出する場合は、該当する許



※  物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札

参加者ご自身において現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。 

※  本物件の参考価格は、本調書に記載する条件等をふまえ設定しています。 

可地域の許可基準がかかり、屋外広告物条例に基づく許可申請の手続

きが必要です。 

★「騒音規制法」等 ※問合せ：環境保全課 

当該物件は騒音規制区域に指定されているため、騒音規制法、長崎県

未来につながる環境を守り育てる条例及び佐世保市環境保全条例に規

定される特定施設（指定施設）を設置する場合は、工事の開始の日の

30日前（市条例については、60日前）までに、環境保全課へ届出が必

要になります。 

また、騒音規制法に規定される特定建設作業をする場合は、当該特定

建設作業の開始の日の7日前までに、環境保全課へ同法第14条の規定に

よる届出が必要になります。 

★土壌汚染対策法 ※問合せ：環境保全課 

当該物件を購入後、当該土地において3,000 ㎡以上の土地の形質の変

更をされる場合は、当該土地の形質の変更に着手する日の 30日前まで

に、環境保全課へ「土壌汚染対策法」第４条第１項の規定による届出

が必要になります。 

★建物等の鍵は提供可能です。ただし、一部紛失や経年劣化により使用

不可となっているものが有りますが、現状のまま売却となります。 

佐世保市では修繕等は行いません。買受け後、鍵の交換等の修繕が必

要となった場合は、買受者の費用負担の上、ご対応していただく必要

がありますので、ご承知の上、入札にご参加ください。 

★カーテンや消火器、エアコン等当時の物品が残存しておりますが、現

状のまま売却となります。佐世保市では処分は行いません。買受け

後、処分が必要となった場合は、買受者の費用負担の上、ご対応して

いただく費用がありますので、ご承知の上、入札にご参加ください。 

参考資料 

⑴地図 

⑵全部事項証明書（土地・建物） 

⑶公図 

⑷地積測量図（土地）      

⑸建物図面・各階平面図     

⑹実測図・求積図 

⑺現況写真 

最低売却価

格 
１，９８７万円（土地・建物合わせて） 










































